
令和４年 第６回京丹後市教育委員会会議録 

 

１ 開催年月日   令和４年３月２３日（水） 

開会 午後２時００分  閉会 午後２時５０分 

 

２ 場   所   大宮庁舎 ４階 第２・第３会議室 

 

３ 出席委員名    松本明彦  野木三司  久下多賀子  田村浩章  安達京子 

 

４ 説 明 者    教育次長 引野雅文  総括指導主事 久保有紀 

          教育総務課長 溝口容子  学校教育課長 小坂貴寛  

          子ども未来課長 服部智昭  生涯学習課長 川村義輝 

          文化財保護課長 新谷勝行 

 

５ 欠 席 者   教育理事 田辺健二 

 

６ 書   記   教育総務課長補佐 吉岡祥嗣 

 

７  議   事 

(1)  議案第 24号  令和４年度京丹後市教育委員会事務局職員の人事異動について 

(2) 議案第 25号  申請、届出等の押印見直しに伴う関係規則の整理について 

(3) 議案第 26号  申請、届出等の押印見直しに伴う関係告示の整理について 

(4) 議案第 27号  京丹後市子育て支援センター事業実施要綱の一部改正について 

(5) 報告第 10号  個人情報不訂正決定に係る審査請求について 

 

８ そ の 他   

 

 

９ 会 議 録  別添のとおり（全６頁） 

 

 

10 会議録署名 

       別添の会議録は書記が記載したものであり、別添記載の正確であることを認めここに署名

する。 

 

 

令和４年５月６日 

              教  育  長  松本 明彦 

                

              署 名 委 員  田村 浩章 



1 

令和４年 第６回京丹後市教育委員会臨時会会議録（詳細）   〈３月２３日（水）〉 

 

〔招 集 者〕 京丹後市教育委員会教育長 松本明彦 

〔被招集者〕 野木三司  久下多賀子  田村浩章  安達京子 

〔説 明 者〕 教育次長 引野雅文  総括指導主事 久保有紀 

 教育総務課長 溝口容子  学校教育課長 小坂貴寛 

 子ども未来課長 服部智昭  生涯学習課長 川村義輝 

 文化財保護課長 新谷勝行 

〔欠 席 者〕 教育理事 田辺健二 

〔書 記〕 教育総務課長補佐 吉岡祥嗣 

 

<松本教育長> 

ただいまから「令和４年第６回京丹後市教育委員会臨時会」を開催いたします。 

皆さん、こんにちは。 

令和３年度最後の教育委員会議となります。この１年間新型コロナ感染症の関係で、十分

な研修の機会を持てず、申し訳ありませんでしたが、会議については例年通りの機会と時間

を取ることができたのではないかと思っています。この１年間、本当に御苦労さまでした。 

 

さて本日は、市内の小学校で卒業証書授与式が新型コロナ感染症のひろがりがまだまだ収

まっていない中ではありますが、無事行われました。残念ながら感染等の関係で卒業生全員

の出席とはなりませんでしたが、各校とも感染対策を十分に行いながら、厳粛で卒業生やそ

の保護者の皆さんの心に残る工夫した式が行われたのではないかと考えています。 

 

また昨日は、議会の予算決算常任委員会で、新年度一般会計予算の審議が行われ、議員か

ら一部予算の修正案が提案され、修正案とそれを除く原案が可決すべきものと決定しました。

教育委員会関係の予算については修正なく、来年度の事業の方向性については予算を含めし

っかりと議員の皆様にも御理解いただけたのではないかと考えています。 

 

本日は、「令和４年度京丹後市教育委員会事務局職員の人事異動について」をはじめ４議案

の審議を予定しています。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

<松本教育長> 
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本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

田村委員を指名しますのでお願いします。 

 

それでは、お手元の会議次第に沿って議事を進めさせていただきます。 

 

 

<松本教育長> 

初めに、会議の非公開についてお諮りします。 

議案第２４号は、京丹後市教育委員会会議規則第１６条第１項第１号の規定により、非公

開としてよろしいでしょうか。 

 

 

<全委員> 

異議なし。 

 

 

<松本教育長> 

異議なしということで全員の賛同を得ましたので、議案第２４号については非公開といた

します。 

引野教育次長、溝口教育総務課長以外の事務局職員は退室をお願いいたします。 

 

 

（非公開部分省略 議案第２４号について同意） 

 

 

<松本教育長> 

これより会議を公開といたします。 

次に、議案第２５号及び議案第２６号の２議案は、京丹後市押印見直し方針に基づく規則

等改正の関連議案となりますので一括議案としたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

 

<全委員> 

異議なし。 

 

 

<松本教育長> 

異議なしと認めます。よって議案第２５号「申請、届出等の押印見直しに伴う関係規則の

整理について」、議案第２６号「申請、届出等の押印見直しに伴う関係告示の整理について」

の２議案を一括議案とします。 
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事務局から提案理由の説明をお願いします。 

 

 

<引野教育次長> 

議案第２５号「申請、届出等の押印見直しに伴う関係規則の整理について」及び議案第２

６号「申請、届出等の押印見直しに伴う関係告示の整理について」を説明させていただきま

す。 

前回３月１４日の臨時会で説明もさせていただきましたが、令和２年７月７日付けで総務

省より新型コロナウイルス感染症への対応、また、まん延防止のみならず、業務そのものの

見直しや効率化を図る目的として、地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直

しを積極的に取り組むよう通知がされたところです。 

これを受けまして京丹後市においては、令和３年１０月１日付け京丹後市押印見直しの方

針に基づき、行政サービスの効率的、効果的な提供に資するため、申請、届出等の押印に係

る規定の見直しを行うため所要の改正を行うものです。 

なお、この２議案につきましては、教育委員会規則、教育委員会告示の単位で、題名には

「申請、届出等の押印見直しに伴う関係規則の整理に関する」を冠にし、それぞれ条立てで

複数の例規をとりまとめているものです。 

また、通常でしたら新旧対照表を示し説明させていただくところですが、改正内容が共通

しており、様式中に規定されている押印の部分を削るものでありますので、今回は前回同様

に押印見直し対象及び改正内容一覧を添付しています。また、後半に現行の規則や要綱を添

付していますが、今回押印を削る箇所にはバツ印を記していますので、個々の説明は省略さ

せていただきますが、バツ印のところの印の表記が削られるということで御確認いただけれ

ばと思います。 

最後に、附則といたしまして、施行日は令和４年４月１日としています。 

以上、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 

 

 

<松本教育長> 

議案第２５号及び議案第２６号を説明させていただきました。 

御質問、御意見等がございましたらお願いします。 

 

 

<全委員> 

なし。 

 

 

<松本教育長> 

それではお諮りをいたします。 

議案第２５号「申請、届出等の押印見直しに伴う関係規則の整理について」につきまし



4 

て、承認に御異議ございませんか。 

 

 

<全委員> 

異議なし。 

 

 

<松本教育長> 

異議なしと認め、承認いたします。 

 

 

<松本教育長> 

次に、議案第２６号「申請、届出等の押印見直しに伴う関係告示の整理について」につき

まして、原案通り承認することに決定してよろしいか。 

 

 

<全委員> 

異議なし。 

 

 

<松本教育長> 

異議なしと認め、承認いたします。 

 

 

<松本教育長> 

次に、議案第２７号「京丹後市子育て支援センター事業実施要綱の一部改正について」を

議題とします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

 

 

<引野教育次長> 

議案第２７号「京丹後市子育て支援センター事業実施要綱の一部改正について」を説明さ

せていただきます。 

現在、京丹後市こうりゅう地域子育て支援センターを設置しています「こうりゅう虹保育

園」が令和４年４月１日から幼保連携型認定こども園へ移行し「こうりゅう虹こども園」と

名称を変更することに伴い、設置場所の名称変更を行うこととあわせて、押印見直しに伴う

所要の改正を行うものです。 

新旧対照表をご覧ください。 

別表の設置場所、「こうりゅう虹保育園」を「こうりゅう虹こども園」に改めます。 
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別記様式の、子育て支援センター利用登録申請書の「印」を削ります。 

附則として、施行期日は令和４年４月１日としています。 

なお、準備行為として利用登録等に必要な手続き、その他の行為は、施行期日前において

も行うことができることとしています。 

経過措置として、改正前の規則による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修

正を加え、使用することができることとしています。 

以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

<松本教育長> 

議案第２７号を説明させていただきました。 

御質問、御意見等がございましたらお願いします。 

 

 

<全委員> 

なし。 

 

 

<松本教育長> 

それではお諮りをいたします。 

議案第２７号「京丹後市子育て支援センター事業実施要綱の一部改正について」につきま

して、承認に御異議ございませんか。 

 

 

<全委員> 

異議なし。 

 

 

<松本教育長> 

異議なしと認め、承認いたします。 

 

 

<松本教育長> 

続きまして、会議の非公開についてお諮りします。 

報告第１０号は京丹後市教育委員会会議規則第１６条第１項第２号の規定により、非公開

としてよろしいでしょうか。 

 

 

<全委員> 
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異議なし。 

 

 

<松本教育長> 

異議なしということで全員の賛同を得ましたので、報告第１０号については非公開といた

します。 

 

 

（非公開部分省略 報告第１０号について報告） 

 

 

<松本教育長> 

これより会議を公開といたします。 

 

以上で本日の議事はすべて終了させていただきました。 

続いて３のその他ということで、何かありましたらお願いいたします。 

 

 

<松本教育長> 

ないようでしたら、以上で第６回京丹後市教育委員会臨時会を閉会いたします。御苦労さ

までした。 

 

 

<閉会 午後２時５０分> 

 

〔 ４月定例会 令和４年４月１日（金） 午後５時００分から 〕 


